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伊賀上大輔副主幹 

 

 

 

 

 御起立ください。 

開会に先立ちまして、１月１日に発生いたしました、能登半島地震により尊い命

をなくされた方々の御冥福をお祈りし、哀悼の意を表すため、黙とうを捧げたいと

存じます。 

 

 

黙とう 

 

 

お直りください。 

改めまして、礼。御着席ください。 

 

 

委員の皆様方には、新年明けましておめでとうございます。 

今年も１年間どうかよろしくお願いいたします。 

それでは、ただ今より第 243回総会を開会いたします。 

本日は、委員の過半数が出席されておりますので、法律第 27条第３項の規定によ

り、総会が成立いたしておりますことを御報告いたします。 

続きまして、本日の議事録署名人には、生石地区の﨑山孝司委員と興居島地区の

山岡欣也委員のお二人にお願いいたします。 

本日は、お手元に配布されております議案書のとおり、第１号～第 10 号までの

10件の議案が提出されておりますので、御審議よろしくお願い申し上げます。 

それでは、議案第１号～第３号までを議題とします。 

事務局から説明をいたします。 

 

 

それでは、議案第１号と議案第２号を御報告いたします。 

令和５年 11 月 26日～令和５年 12 月 25 日までに専決処理した案件は４条届出が

４件、５条届出が 22件で届出内容は議案記載のとおりでございます。 

これらの届出につきましては、適法な届出となっておりましたので、それぞれ届

出日から５日以内に専決処理を行い、受理通知書を交付いたしました。 
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続きまして、議案第３号ですが報告の前に恐れ入りますが議案書の訂正をお願い

いたします。 

議案書６ページです。 

番号１番の左から４列目の賃借人の欄の、被相続人に外６名とついておりますが

正しくは相続人外６名でございます。 

被相続人は単有になりますので訂正をお願いします。 

それでは、御報告いたします。 

１番、本件は残存小作でございます。 

本件は賃借人が申入れを行い、合意解約が成立したもので解約後は賃貸人が自作

地として耕作するとしております。 

離作補償は無いとしております。 

２番、本件は残存小作でございます。 

本件は賃貸人が申入れを行い、合意解約が成立したもので解約後は賃貸人が自作

地として耕作するとしております。 

離作補償は無いとしております。 

３番～９番は、同一事由の案件でございますので併せて御説明いたします。 

本件は、農地中間管理機構関連農地整備事業として圃場整備を行うにあたり、以

前より機構を通じた賃借権設定がされている農地が含まれているため、解約手続き

がなされたもので、圃場整備完了時には再度権利設定されるとしております。 

なお、離作補償は無いとしております。 

10番、本件は残存小作でございます。 

本件は賃借人が申入れを行い、合意解約が成立したもので解約後は賃貸人が自作

地として耕作するとしております。 

離作補償は無いとしております。 

以上でございます。 

 

 

以上で事務局の説明が終わりました。 

本件について御異議等ございませんか。 

 

 



- 3 - 

 

 

 

寺 井 克 之 会 長 

 

 

 

 

伊賀上大輔副主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 

それでは、本件異議なしと認め、原案のとおり承認することといたします。 

次に、議案第４号、「農地法第３条許可申請」について議題とします。 

事務局から説明をいたします。 

 

 

お手元に審査基準１号～６号までを整理した農地法第３条調査票がございますの

で、併せて御覧ください。 

それでは、御説明いたします。 

１番、譲受人は、農地約 150アールを耕作する農家でございます。 

この度、耕作便利な申請地を取得し、農業経営の規模拡大を図るものでございま

す。  

２番、譲受人は、農地約 13アールを耕作する農家でございます。 

この度、耕作利便な申請地を取得し、農業経営の規模拡大を図るものでございま

す。  

３番、譲受人は、農地約 52アールを耕作する農家でございます。 

この度、耕作利便な申請地を取得し、農業経営の規模拡大を図るものでございま

す。  

４番、譲受人は、農地約 130アールを耕作する農家でございます。 

この度、申請地を取得し、農業経営の規模拡大を図るものでございます。 

５番、譲受人は、農地約 103アールを耕作する農家でございます。 

この度、申請地を取得し、農業経営の規模拡大を図るものでございます。 

６番、７番は譲受人が同一人ですので、併せて御説明いたします。 

譲受人は、農地約 17アールを耕作する農家でございます。 

この度、申請地を取得及び借り受け、農業に精進するものでございます。 

８番、譲受人は、農地約 172アールを耕作する農家でございます。 

この度、申請地を取得し、農業経営の規模拡大を図るものでございます。 

以上でございます。 
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事務局並びに地元説明が終わりました。 

本件について御異議等ございませんか。 

 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 

それでは、本件異議なしと認め、原案のとおり承認することといたします。 

次に、議案第５号、「農地法第４条許可申請」について議題とします。 

事務局から説明をいたします。 

 

 

議案第５号ですが、報告の前に恐れ入りますが議案書の訂正をお願いいたします。 

議案書９ページです。番号１番の右から２列目の建築延面積の欄の、264 平方メ

ートルは 72平方メートルでございましたので訂正をお願いします。 

それでは、御説明いたします。 

１番、本件申請人は、農地約 42アールを耕作する農業者です。 

議案書記載の内容にて農家住宅を建築したいとしています。 

本申請地の農地区分は、住宅・事業所等が連たんしている区域に近接する区域で、

おおむね 10ヘクタール未満の農地であることから第２種農地と判断されます。 

２番、本件申請人は、農地約 66アールを耕作する農業者です。 

近隣の複数の医療機関から、感染症の検査を駐車場で行うため、駐車場が不足し

ているので、申請地を駐車場として貸して欲しいとの依頼があったとのことです。 

申請人自身が高齢となり、農地の維持管理に苦慮していることに加え、申請人自

身の収入の安定を図るためにも、本申請地を貸露天駐車場として利用したいと申請

に及んだものです。 

本申請地の農地区分は、住宅・事業所等が連たんしている区域に近接する区域で、

おおむね 10ヘクタール未満の農地であることから第２種農地と判断されます。 

また、申請面積が 1,000 平方メートル以上の案件ですので、後ほど、地元委員の

補足説明を願った上で御審議をお願いいたします。 
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以上でございます。 

 

 

それでは、地元委員から補足説明をお願いします。 

２番の案件は、1,000 平方メートルを超える案件で所在地が余土地区であります

ので、池田功委員から説明をお願いします。 

 

 

先ほど事務局から説明がありましたとおり、申請人は農業を営んでいますが、高

齢のため農地の管理が困難になってきたことから、申請地を貸露天駐車場として利

用したいと申請に及んだものです。 

地元土地改良区とも協議済みであり、転用によって生じる被害の防除措置も十分

行うということから、地元としては了承いたしました。 

なお、本総会での御審議をよろしくお願いいたします。 

 

 

事務局並びに地元説明が終わりました。 

本件について御異議等ございませんか。 

 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 

それでは、本件異議なしと認め、原案のとおり承認することといたします。 

この案件につきましては、県許可分であります。 

直ちに意見を付して県知事に送付させていただきます。 

次に、議案第６号、「令和５年度第 10号農用地利用集積計画」について議題とし

ます。 

事務局から説明をいたします。 
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それでは、御説明させていただきます。 

本日の案件 16件の内、使用貸借権の設定は 18筆、賃借権が４筆、所有権移転が

13筆で、設定総面積は４万 7,902平方メートルです。 

その内訳は、新規が４筆、更新が 16筆、再設定が２筆、売買が 10筆、贈与が３

筆となっています。 

番号８の譲受人は、約 252アールを耕作する農業者で、中間管理一括方式にて新

たに使用貸借権を設定し、経営規模を拡大するとしています。 

番号 11、番号 12の譲受人は、約 22アールを耕作する農業者で、田と樹園地を売

買により取得し、経営規模を拡大するとしています。 

番号 13の譲受人は、約 66アールを耕作する農業者で、田と畑を売買により取得

し、経営規模を拡大するとしています。 

番号 14の譲受人は、約 48アールを耕作する農業者で、畑を贈与により取得し、

経営規模を拡大するとしています。 

番号 15の譲受人は、約 77アールを耕作する農業者で、田を売買により取得し、

経営規模を拡大するとしています。 

番号 16の譲受人は、約 215アールを耕作する農業者で、樹園地を贈与により取得

し、経営規模を拡大するとしています。 

以上の計画の内容は、経営面積および農作業従事日数など、農業経営基盤強化促

進法第 18条第 3項の各要件を満たしていると考えます。 

なお、松山市の公告日は、令和６年１月 17日となっております。 

以上でございます。 

御審議のほどよろしくお願いします。 

 

 

以上で説明が終わりました。 

本件について御異議等ございませんか。 

 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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それでは、本件異議なしと認め、原案のとおり承認することといたします。 

次に、議案第７号、「農用地利用集積等促進計画（案）」に対する意見決定につい

て議題とします。 

事務局から説明をいたします。 

 

 

議案の件名ですが、一部法改正のあった農業経営基盤強化促進法が昨年４月に施

行されたことから、従前の「農用地利用配分計画（案）」から「農用地利用集積等促

進計画（案）」に件名が変更されております。 

それでは、御説明いたします。 

今回意見を求められた案件は３件で、設定する農地は 15筆、総面積は、1万 2,086

平方メートルでございます。 

今後、この農用地利用集積等促進計画（案）を松山市が農地中間管理機構へ提出

し、農地中間管理機構が農用地利用集積等促進計画を決定した後に、愛媛県がこれ

を認可し、公告することが予定されています。 

権利の開始は、令和６年３月１日の予定です。 

以上でございます。 

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

以上で説明が終わりました。 

本件について御異議等ございませんか。 

 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 

本件異議なしと認め、原案のとおり承認することといたします。 

次に、議案第８号、「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」を議題と

します。 

事務局から説明をいたします。 
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それでは、御説明いたします。 

農地を相続し、相続人が相続税の納税猶予を希望した農地につきましては、相続

人が相続後も適正に耕作を継続する場合、租税特別措置法第 70条の６第１項の規定

により、相続税の納税を猶予することができる条件の一つを満たすこととなります。 

これは税務署の制度ではありますが、農業委員会は、農業委員会等に関する法律

第６条第１項等３号の所掌事務により、猶予を受けようとする者が適格性を有する

かどうかを判断し「適格者である旨の証明書」の交付を行うこととなっていますこ

とから、本日の案件といたしております。 

なお、最終的に議案記載の農地の相続税の納税猶予を認めるかどうかにつきまし

ては、税務署の判断となります。 

番号１～番号３の相続税の納税猶予を受ける相続人につきましては、これまで農

業に従事していたことなど、納税猶予を受ける適格性につきまして、問題がない旨

の地元委員の副申書も添付され、農地も適正に耕作をされています。 

以上でございます。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

 

以上で説明が終わりました。 

本件について御異議等ございませんか。 

 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 

本件異議なしと認め、原案のとおり承認することといたします。 

次に、議案第９号、「農地法第３条の３の規定による届出専決処理報告」について 

議題とします。 

事務局から説明をいたします。 
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それでは、御報告いたします。 

令和５年 11月 26日～令和５年 12月 25日までに専決処理した案件は 21件で、届

出内容は、議案記載のとおりでございます。 

これらの届出につきましては、適法な届出となっておりましたので、専決処理を

行い、受理通知書を交付いたしました。 

以上でございます。 

 

 

以上で説明が終わりました。 

本件について御異議等ございませんか。 

 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 

本件異議なしと認め、原案のとおり承認することといたします。 

最後に、議案第 10号、「松山農業振興地域整備計画の変更に対する意見決定につ

いて」を議題とします。 

事務局から説明をいたします。 

 

 

それでは、御説明いたします。 

本件は、申出者より「農業振興地域の整備に関する法律」で定める農用地区域か

らの除外をしてほしい旨の申出があり、それを受けて松山市が農業振興地域整備計

画を変更するに当たり、当該法律の規定に基づき、農業委員会の意見を求めてきた

ものでございます。 

１番～８番まで、全て除外でございます。 

１番は、申出者が両親から相続したものです。 

以前は柑橘栽培を行っていましたが、労力不足となり、休耕していたところ、カ

メムシが大量発生したため、柑橘を伐採し、平成 12年頃に亡父が桜を植林したもの
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です。 

植樹から 20年以上が経過し、周囲の山林と一体化し、森林の様相を形成している

状態であり、今後、元の柑橘畑に戻すことは困難です。 

なお、申出地の農地区分は、農用地区域から除外された場合、農業公共投資の対

象となっていない小集団の生産性の低い農地であることから第２種農地と判断され

ますが、本件は、植林後 20年以上経過しており、愛媛県の非農地証明の取り扱いに

該当することから、除外後、現況証明願を提出し、申出地を農地から非農地に変更

するとしております。 

２番は、昭和 43年に土地を取得し、10年間ぶどうの栽培をしていましたが、労

力不足のため、耕作を続けることが困難となり、ヒノキを植林したものです。 

植樹から 20年以上が経過し、周囲の山林と一体化し、森林の様相を形成している

状態であり、今後、ぶどう畑に戻すことは困難です。 

なお、申出地の農地区分は、農用地区域から除外された場合、農業公共投資の対

象となっていない小集団の生産性の低い農地であることから第２種農地と判断され

ますが、本件は、植林後 20年以上経過しており、愛媛県の非農地証明の取り扱いに

該当することから、除外後、現況証明願を提出し、申出地を農地から非農地に変更

するとしております。 

３番～６番は、総会において、既に非農地判断をいただいている案件ですが、法

律の規定に基づき、再度意見を求めてきたものでございます。 

３番は、令和３年５月 10日の総会において、既に非農地判断いただいております。 

４番は、令和５年９月 11日の総会において、既に非農地判断いただいております。 

５番は、令和５年 11月 10日の総会において、既に非農地判断いただいておりま

す。 

６番は、令和５年 12月 11日の総会において、既に非農地判断いただいておりま

す。 

３番～６番は、それぞれ、農用地区域からの除外の申出があり、除外やむを得な

いと、思われますので併せて、意見の決定をお願いいたします。 

７番、８番は、認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴い農用地区域除

外を行うものです。 

本件は、いわゆる携帯電話のアンテナなどを設置するもので、「農地の転用の制限

の例外」に該当し、許可申請は不要です。 
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ただし、電気通信事業者は、事業計画書により都道府県、農地担当部局長に説明

を行い、農業上の土地利用との調整を図ることとなっております。 

既に事業計画書の提出があり、支障ない旨、中予地方局へ報告済みです。 

本件、各申出地の農用地区域からの除外に係る計画変更は適当と思われますが、

本総会にて意見の決定をお願いします。 

以上でございます。 

 

 

事務局から説明が終わりました。 

本件について御異議等ございませんか。 

 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 

本件異議なしと認め、原案のとおり承認することといたします。 

以上で、本日の提出議案 10件の審議は、全て終了いたしました。 

次に事務局から連絡事項等あれば、お願いします。 

 

 

明けましておめでとうございます。 

新しい年を迎え新型コロナウイルス感染症の影響も和らぎ、国内での人の流れや

海外からのインバウンドも回復へ向かうなど明るい話題が聞かれますが、長引くウ

クライナへの軍事侵攻や中東地域での紛争など、世界の社会情勢の不安定さから、

原材料などの高騰はおさまることを知らず、消費者の生活をはじめ農業経営にも大

きな打撃となっており、今後の国の施策等が気になるところでありますが、我々松

山市農業委員会といたしましては、地域農業の振興について、農業委員会の「意見

書」を令和６年度に市長に提出したいと思っておりますので、昨年末に委員の皆様

にお願しておりました「意見書」について、御提出いただきますようお願いいたし

ます。 

次に「利用意向調査」についてですが、昨年は猛暑の中「農地の利用状況調査」
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となります「農地パトロール」を行っていただき、大変お世話になりました。 

この現地調査の結果を踏まえ、今回「利用意向調査」を行ってまいります。 

この「利用意向調査」で該当する地区の委員には、小さな封筒をお配りしており、

中身の資料を御覧ください。 

「農地の利用状況調査」は農地法第 30条で、「毎年一回、その地区内にある農地

の利用の状況についての調査を行わなければならない。」と定められており、その調

査により遊休農地となったものについては、農地法第 32条で「利用意向調査」を行

うこととなっております。 

この「利用意向調査」は、対象となった遊休農地について、今後、所有者が自ら

耕作するのか、貸付け等の権利移転をする予定があるのか、農地中間管理機構へ貸

付けたいのかなど、所有者の意向について確認するため調査書を郵送するものです。 

なお、遊休農地については夏の調査以降、時間が経過しており、現在、農地の状

態が改善されている場合もありますが、今後の利用の意向を確認するためにも、調

査票を郵送します。 

それでは、対象地区の委員はお手元の資料を御覧ください。 

これは見本となりますが「通知文」と「利用意向調査書」と「農地における利用

の意向について」を送ります。 

資料の中に地区で送付する対象者の名簿がありますが、これは個人情報となりま

すことから取り扱いには気を付けていただいたらと思います。 

なお、対象者から提出してもらう書類は、「農地における利用の意向について」の

調査票の一枚だけとなります。 

この調査票を御覧ください。 

真ん中の表の右側にあります利用意向の欄に記載いただく訳ですが、この表の下

に①～④の意向の例が書いてありますので、該当する番号を一つ選んでいただき、

利用意向の欄にその番号を書いてもらうようになっていますので、委員の皆様に何

かしらお問い合わせがありましたら、御説明いただき、農業委員会に送付するよう

お伝えいただければと思います。 

次に、松山市農業委員会委員研修を 1月 31日 水曜日に開催しますので、皆様に

御案内をさせていただきました。 

出欠について 19日 金曜日までに御報告いただきますようお願いします。 

なお、市役所本館 11階大会議室で午後 1時 30分からの開催となっております。 
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それでは、次回の総会の日程についてですが、来月の第 244回総会は、2月 9日 金

曜日午前 10時 30分からこちらの会議室で開催する予定です。 

よろしくお願いいたします。 

連絡事項は、以上です。 

 

 

私の方から１点、今後恐らく、全国農業会議から義援金の依頼が来ようかと思い

ます。 

互助会か協議会の方から支出をいたしたいと思いますので御了承ください。 

 

 

以上をもちまして、本日の第 243回総会を閉会します。 

 

 

御起立願います。礼。お疲れ様でした。 

 

 

午前 10時 56分閉会 

 

 


